
    

    

    

    

    

育 児 休 業育 児 休 業育 児 休 業育 児 休 業 のののの 女 性女 性女 性女 性 解 雇解 雇解 雇解 雇     無 効無 効無 効無 効 判 決判 決判 決判 決                                                 2 0 12 0 12 0 12 0 1 2222 .... 2 .2 .2 .2 . 1 11 11 11 1     

育 児 休 業 を 理 由 と し た 解 雇 は 違 法 と し て 、 埼 玉 県 内 の 女 性 （ 3 2 ） が 、

勤 務 し て い た 「 埼 玉 土 地 家 屋 調 査 士 会 」 な ど を 相 手 取 り 、 地 位 確 認 （ 復

職 ） と 未 払 い 給 与 ・ 賞 与 約 ２ ３ ５ 万 円 、 慰 謝 料 １ ６ ５ 万 円 の 支 払 い を 求

め て さ い た ま 地 裁 に 起 こ し た 民 事 訴 訟 は 、被 告 側 が 原 告 の 請 求 を 全 て 認

め 、 審 理 が 終 了 し ま し た 。 原 告 側 弁 護 人 に よ り ま す と 、 解 雇 に 対 す る 慰

謝 料 が 認 め ら れ る の は 極 め て ま れ だ と い い ま す 。 ま た 、 同 会 は 、 女 性 が

近 く 復 職 す る よ う 調 整 中 と い い ま す 。  

 こ の 女 性 は 2 0 0 5 年 か ら 同 会 に 勤 務 。 0 9 年 9 月 に 妊 娠 が 判 明 し 、 会 に

報 告 し た と こ ろ 、 会 長 ら に 「 １ 人 休 ま れ る と 事 務 局 に 支 障 を き た す 」 な

ど の 理 由 で 退 職 を 求 め ら れ ま し た 。 拒 否 し た 女 性 は 1 0 年 春 か ら 産 休 と

育 児 休 業 に 入 り 、 1 1 年 5 月 1 8 日 に 復 職 し た が 、 同 日 付 で 解 雇 さ れ 、 同

1 2 月 に 提 訴 し て い ま し た 。  

    

    

協 会協 会協 会協 会 け ん ぽ のけ ん ぽ のけ ん ぽ のけ ん ぽ の 平 成平 成平 成平 成 ２ ４２ ４２ ４２ ４ 年 度 保 険 料 率年 度 保 険 料 率年 度 保 険 料 率年 度 保 険 料 率     全 国 平 均全 国 平 均全 国 平 均全 国 平 均 はははは １ ０１ ０１ ０１ ０ ％％％％                 2 0 12 0 12 0 12 0 1 2222 .... 2 . 42 . 42 . 42 . 4     

全 国 健 康 保 険 協 会 （ 協 会 け ん ぽ ） の 平 成 ２ ４ 年 度 の 都 道 府 県 単 位 保 険

料 率 （ 一 般 保 険 料 率 ） が 決 定 さ れ ま し た 。 全 国 平 均 の 保 険 料 率 は ２ ３ 年

度 の ９ ． ５ ０ ％ か ら １ ０ ． ０ ０ ％ へ と 、 ３ 年 連 続 で 引 き 上 げ ら れ ま す 。 

最 高 は 佐 賀 県 （ １ ０ ． １ ６ ％ ）、 最 低 は 長 野 県 （ ９ ． ８ ５ ％ ） で 、 両 者

の 格 差 は ０ ． ２ １ ポ イ ン ト か ら ０ ． ３ １ ポ イ ン ト の 差 が で て い ま す 。 同

協 会 で は 、国 庫 負 担 率 を 現 行 の「 １ ６ .４ ％ 」か ら「 ２ ０ ％ 」（ 法 定 限 度 ）

ま で 引 き 上 げ る よ う 国 に 求 め て い ま す 。  

 ま た 、健 康 保 険 料 と 同 時 に 控 除 さ れ る 介 護 保 険 料 率（ ４ ０ 歳 か ら ６ ４
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歳 ま で の 介 護 保 険 第 ２ 号 被 保 険 者 の 方 ） は 、 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 分 (平 成 ２

４ 年 ４ 月 控 除 ・ 納 付 分 )よ り 全 国 一 律 １ .５ ５ ％ に 引 上 げ ら れ ま す 。（ 前

年 度 の １ ． ５ １ ％ か ら は ０ ． ０ ４ ％ 引 上 げ ）  

    

    


